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特割 IC 利用約款 

第１種身体障がい者・介護者、及び第１種知的障がい者・介護者用特別割引ＩＣカード 利用約款 

 

第１章 総則 

第１条（目的） 

１ 本約款は、スルッとＫＡＮＳＡＩ協議会加盟の交通事業者（以下、「加盟社局」といい

ます。）およびスルッとＫＡＮＳＡＩ協議会が別途認める加盟社局以外の交通事業者（以

下、加盟社局とあわせて「加盟社局等」といいます。）の定める身体障がい者または知的

障がい者のための割引運賃によって、当該加盟社局等の交通乗車サービスを利用するこ

とができるＩＣカード（以下、「本カード」といいます。）の利用について、本カードを

発行する株式会社スルッとＫＡＮＳＡＩ（以下、「当社」といいます。）が定めるもので

す。 

２ 本カードの利用に関する契約（以下、「本契約」といいます。）の内容は、本約款の各

条項に基づいて定めるものとします。 

第２条（定義） 

本約款で用いる用語の定義は次の各号に定めるとおりとします。 

(1) 取扱事業者 本カードの運営に関して当社と契約関係を有する加盟社局等 

(2) 運送約款等 取扱事業者が定める旅客営業規則、運送約款、ＩＣ証票に関する個人

情報取扱規程、本カードに関する取扱規則等 

(3) バリュー 予め本カード内に貯えられた電子的金額 

(4) プリペイド バリューの範囲内で利用できる機能 

(5) チャージ 本カード内のバリューを積み増す機能 

(6) 記名人 第１種身体障がい者または第１種知的障がい者であって、第９条以下に定

める手続きに従い、当社が本カードの発行および利用を認めた個人の方 

(7) 介護者 記名人による取扱事業者の交通乗車サービス利用を介助する方 

(8) 利用者 記名人および介護者の総称 

(9) 小学校等 学校教育法に定める小学校、義務教育学校前期課程および特別支援学校

小学部その他これに準ずるもの 

 

第２章 本カードの基本条項 

第３条（本カードの発行対象者と名称） 

１ 本カードは、地方自治体が発行する身体障がい者手帳または療育手帳（以下、これら

を総称して「手帳」といいます。）において旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄が第１種と

されている障がい者の方に対して、当社が本カードの発行および利用を認めた場合に、

本約款所定の手続の上で発行するものとします。 

２ 本カードの名称は、「第１種身体障がい者・介護者、及び第１種知的障がい者・介護者
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用特別割引ＩＣカード」とします。 

第４条（本カードの内容と種類等） 

１ 本カードは、運送約款等の定めに従い本カードの利用者に適用される割引運賃により

取扱事業者の交通乗車サービスを利用することのできる交通乗車証票です。 

２ 本カードは、次の２枚のカードからなります。 

(1) 記名人が取扱事業者の交通乗車サービスを利用するためのカード（以下、「本人用

カード」といいます。） 

(2) 介護者が、介助を目的として、記名人とともに当該取扱事業者の交通乗車サービス

を利用するためのカード（以下、「介護者用カード」といいます。） 

３ 本人用カードには、次の２種類のカードがあります。 

(1) １２歳以上（小学校等就学中は除きます。以下も同様とします。）の方が利用する

ためのカード（以下、「大人用カード」といいます。） 

(2) ６歳以上１２歳未満（小学校等就学前の６歳を除き、小学校等就学中の１２歳を含

みます。以下も同様とします。）の方が利用するためのカード（以下、「小児用カー

ド」といいます。） 

４ 介護者用カードには、大人用カードのみがあります。 

５ 本カードの券面には次の事項を表示します。 

(1) 記名人の氏名 

(2) カード番号 

(3) 有効期限 

６ 本人用カードの券面には本人用であることを、介護者用カードの券面には介護者用で

あることを、それぞれ表示します。 

７ 本人用カードのうち小児用カードには、小児用であることを表示します。 

第５条（本カードの所有権） 

１ 本カードの所有権は、当社に帰属するものとします。 

２ 本カードは、当社が記名人に対して発行し、貸与するものとします。 

第６条（記名人の責務） 

１ 記名人は、本カードの利用にあたって、本約款を遵守するものとし、介護者にも本約

款を遵守させるものとします。 

２ 記名人は、自己および介護者が本カードを利用したことにより生じるすべての責任を

負うものとします。 

第７条（法定代理人の責務） 

１ 法定代理人がいる場合、本カードの申込み、利用状況の確認および解約等に関して本

約款が定める手続きは、原則として当社と法定代理人との間で行うものとします。 

２ 法定代理人は、利用者による本カードの利用にあたって、利用者に本約款を遵守させ

るものとします。 
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３ 法定代理人は、利用者による本カードの利用により生じるすべての責任を負うものと

します。 

第８条（申込みの条件） 

１ 本カードの申込みの手続きは次の各号の方に限って行うことができるものとします。 

(1) 本カードが発行された場合に記名人となる方（以下、「記名人予定者」といいます。） 

(2) 記名人予定者の法定代理人 

２ 記名人予定者が未成年または成年被後見人である場合は、記名人予定者が申込みの手

続きを行うことはできず、法定代理人が記名人予定者を代理して次条および第１０条の

手続きを行わなければならないものとします。 

３ 前２項の規定は、本約款に基づく記名人と当社の間における手続きについて準用する

ものとします。 

４ 記名人予定者が６歳未満（小学校等就学前の６歳の方を含みます。）の場合は本カード

の申込みができないものとします。 

５ 記名人予定者が６歳以上１２歳未満であっても、小学校等に在籍する最終年度の２月

以降は、小児用カードの申込みができないものとします。 

６ 既に本カードの貸与を受けている記名人は、重ねて本カードの申込みをすることがで

きないものとします。 

第９条（記名人予定者による申込みの手続き） 

１ 記名人予定者は、申込書に所定事項を記載のうえ、次の各号の書類を添付して、当社

に送付する方法により申込むものとします。 

(1) 「特別割引用ＩＣカード手帳確認届（新規申込用）」 

(2) 手帳の写し 

(3) 現住所が確認できる書類の写し 

２ 前項第２号の手帳の写しの作成にあたっては、次の事項の記載が明確になるようにす

るものとします。 

(1) 氏名 

(2) 生年月日 

(3) 住所 

(4) 手帳に付されている番号（以下、「手帳番号」といいます。） 

(5) 旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄における第１種の区分 

３ 第１項第３号の書類については、手帳に記載の住所と現住所が同一である場合は添付

を要しないものとします。 

４ 当社は、第１項の申込みを受けて、本カードの発行および利用の可否を判断します。 

第１０条（手帳の確認） 

１ 記名人予定者は、前条第１項第１号の書類の作成にあたり、取扱事業者が指定する駅

または事業所等（以下、「窓口」といいます。）において、手帳の内容の確認を受けるも
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のとします。 

２ 記名人予定者は、前項の窓口において、前条第１項第１号の書類に記載する確認事項

を理解し同意したうえで、所定事項を記載するものとします。 

３ 記名人予定者は、前２項の窓口における手続きがなされたことを証するため、同項の

窓口において、前条第１項第１号の書類に押印を受ける等の証跡を得るものとします。 

第１１条（法定代理人による申込みの手続き） 

１ 法定代理人が申込みの手続きを行う場合、法定代理人は、第９条第１項各号の書類の

ほか、次の各号の書類を添付するものとします。 

(1) 法定代理人の身元を確認できる書類 

(2) 法定代理人の現住所（職務上法定代理人に就任している場合はその職務を行ってい

る場所の所在地）を確認できる書類 

２ 前項第２号に掲げる事項が同項第１号の書類によって確認できるときは、同項第２号

の書類の添付を要しないものとします。 

３ 第１項の場合、前条の手続きについては、法定代理人は記名人予定者を伴い、窓口に

おいて確認を受けるものとします。 

第１２条（本カードの発行） 

１ 当社は、記名人に対して、本人用カードおよび介護者用カードをそれぞれ１枚ずつ発

行します。 

２ 当社は、本人用カードについて、１２歳以上の記名人には大人用カードを、６歳以上

１２歳未満の記名人には小児用カードを発行します。 

３ 当社は、介護者用カードについては、大人用カードのみを発行します。 

４ 当社は、既に本カードの発行を受けている方に対しては、本カードを発行しないもの

とします。 

５ 当社は、過去に本契約の解除を受けた方に対しては、本カードを発行しないことがあ

ります。 

第１３条（本カードの送付） 

前条のカードは、記名人の住所に送付します。ただし、法定代理人が申込みの手続

きを行った場合は、法定代理人が申込み時に届け出た住所（職務上法定代理人に就任

している場合はその職務を行っている場所の所在地）に送付します。 

第１４条（本契約の成立） 

本契約は、当社が記名人または法定代理人に対して本カードを交付したときに、当

社と記名人との間に成立するものとします。 

第１５条（本カードの取扱い） 

１ 本カードは取扱事業者の交通乗車サービスを利用するためにのみ利用することができ

ます。 

２ 介護者用カードは、記名人の取扱事業者の交通乗車サービスの利用を、介護者が介助
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する目的においてのみ使用することができます。 

３ 記名人は、介護者用カードのみで使用するなど前項の目的に反して介護者用カードを

他人に使用させてはならないものとします。 

４ 記名人は、本カードの利用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものと

します。ただし、法定代理人がいる場合は、法定代理人がこれを行うものとします。 

５ 記名人は、本カードの改変およびカードへのシール等の貼付けを行ってはならないも

のとします。 

６ 本カードはカードに表示された記名人本人以外の他人に貸与・譲渡・質入・寄託した

り、担保提供に使用したりすることはできません。ただし、第２項に定める使用のため

の介護者への介護者用カードの貸与は除くものとします。 

７ 記名人は、本カードを利用する場合、常に手帳を携帯しなければならないものとしま

す。 

８ 記名人は、取扱事業者の運送約款等に従い、手帳の呈示を求められたときは、これに

応じなければならないものとします。 

第１６条（年１回の継続利用確認） 

記名人は、年に１回所定の時期に、当社から送付する通知書を確認し当社に返送する

ものとします。ただし、本カードの更新（有効期限到来）時においては、記名人は、

窓口において、本カード、手帳および当社から送付する通知書の確認を受けるものと

します。 

第１７条（本カードの有効期限） 

１ 本カードの有効期限は、本カード発行から５年間を超えない範囲において当社が指定

した月の末日までとします。ただし、小児用カードについては、満１２歳となる年度の

３月末日までとします。 

２ 記名人は、有効期限後も本カードの利用を希望するときは、有効期限が到来するまで

の当社の定める相当期間内に、当社所定の方法により、新たな本カードの発行を申請す

るものとします。 

３ 記名人が本カードの更新（有効期限到来）時において、当社の定める相当期間内に前

条の確認を受けたときは、前項の申請があったものとみなします。 

第１８条（届出事項の変更） 

１ 氏名、住所、手帳番号等当社へ届け出た事項に変更が生じた場合、記名人は遅滞なく

所定の方法により変更事項を届け出るものとします。 

２ 記名人が未成年または成年被後見人である場合は、記名人が前項の届出を行うことは

できず、法定代理人が記名人を代理して前項の届出を行うものとします。 

３ 前２項の届出がないために、当社から記名人への通知または送付書類その他の物が延

着または不着となった場合には、通常到着すべきときに記名人に到着したものとみなし

ます。ただし、届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは除きま
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す。 

第１９条（法定代理人に関わる事項の変更） 

１ 法定代理人について、氏名、住所等当社へ届け出た事項に変更が生じた場合、法定代

理人が、遅滞なく所定の方法により届け出るものとします。 

２ 法定代理人が変更となった場合、新たに法定代理人となった者が、遅滞なく所定の方

法により届け出るものとします。 

３ 記名人が未成年または成年被後見人でなくなった場合、法定代理人であった方が、遅

滞なく所定の方法により届け出るものとします。 

４ 記名人が成年被後見人となった場合、法定代理人となった方が、遅滞なく所定の方法

により届け出るものとします。 

５ 前条第３項は、法定代理人への通知または送付書類その他の物が延着または不着とな

った場合について準用するものとします。 

第２０条（本カード発行後の確認等） 

記名人は、本カード発行後も、取扱事業者または当社が本人確認、本カードの利用に

関連する事項の確認、または記名人が現に第９条第２項第５号に掲げる事項の記載の

ある手帳の所持者であるか否かの確認を求めた場合、これに応じるものとします。 

第２１条（契約の解除） 

１ 記名人が次の各号のいずれかに該当するとき、当社は、通知・催告等をせずに本契約

を解除することができるものとします。 

(1) 本カードの申込みに際し、氏名、住所、連絡先、手帳の内容に関する事項等につい

て虚偽の申告をした場合 

(2) 本カードを本約款の定める目的に反して使用した場合 

(3) 本カードの使用状況が本約款および運送約款等に反すると当社および取扱事業者

が判断した場合 

(4) 第１６条に定める手続きを怠った場合 

(5) 記名人の所持する手帳において、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄における第１種

の区分の記載が変更となったにもかかわらず、記名人において、次条第２項の規定

により解約を申し出なかった場合 

(6) 死亡した場合 

(7) 自らまたは第三者を利用して、当社に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、または

当社の業務を妨害する等の反社会的な行為があった場合 

(8) その他当社において記名人として不適格と認めた場合 

(9) 本約款の各条項のいずれかに違反した場合 

２ 当社は、前項に基づき本契約の解除を行った場合、本カードの無効登録および無効通

知を行います。この場合、記名人は、記名人の地位に基づく権利を喪失し、速やかに本

人用カードおよび介護者用カードを当社に返還するものとします。 
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３ 前項の場合、当社は、取扱事業者を通じて本人用カードおよび介護者用カードの返還

を求めることができるものとします。 

第２２条（解約） 

１ 記名人が本契約を解約する場合は、本人用カードおよび介護者用カードを添え、所定

の用紙により当社に届け出るものとし、手続きが完了したときをもって解約とします。 

２ 記名人の所持する手帳において、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄における第１種の

区分の記載が変更となった場合、記名人は、その旨申告のうえ、前項に基づき本契約の

解約を申し出るものとします。 

第２３条（本契約の終了） 

本契約は、次の各号の場合に終了します。 

(1) 第１７条第２項に定める新たなカード発行の申請を行わないまま同条第１項に定

めるカードの有効期限が到来した場合 

(2) 第２１条に基づき本契約を解除した場合 

(3) 前条に基づき本契約が解約された場合 

第２４条（各種手数料の変更） 

本約款に定める所定の各種手数料は、次条の規定を準用することにより、変更するこ

とができるものとします。 

第２５条（本約款の変更、承諾） 

１ 本約款については、法令の定めにより変更することができる場合には、当該法令に定

める手続きによる変更ができるものとします。 

２ 前項に定めるほか、当社から本約款の変更内容を通知または公表した後、もしくは変

更後の本約款を送付した後に、本カードを利用したときは、記名人は当該変更内容また

は変更後の本約款を異議なく承諾したものとみなします。 

第２６条（準拠法） 

記名人と当社との契約関係に関する準拠法は、すべて日本法とします。 

第２７条（合意管轄裁判所） 

記名人と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、大阪簡易裁判所または大阪地方裁

判所を専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第３章 本カード利用条項 

第２８条（本カードの機能） 

１ 本カードは、次条に定める方法によりチャージされたバリューの範囲内で取扱事業者

の交通乗車サービスを利用することができるプリペイド方式のカードです。 

２ 本カードは、商品の購入または取扱事業者の交通乗車サービス以外のサービスの利用

のための決済手段として利用することはできません。 

第２９条（チャージの方法） 
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１ 利用者は、現金積増機能を有する機器等を用いて現金を支払うことにより、チャージ

することができます。 

２ 記名人が当社から本カードの貸与を受けた当初のバリューは、本人用カードおよび介

護者用カードのいずれについても０円とします。 

３ チャージできるバリューの上限は、本人用カードおよび介護者用カードのいずれにつ

いても金２０，０００円とします。なお、第３９条の場合を除きバリュー残額を払い戻

すことはできないものとします。 

第３０条（本カードの利用） 

１ 本カードは、運送約款等の定めに従い本カードの利用者に適用される割引運賃により

取扱事業者の交通乗車サービスを利用するために利用できるものとします。 

２ 利用者は、取扱事業者の自動改札機、車載機等を用いて、バリューの範囲内でカード

による処理を行うことにより、取扱事業者の交通乗車サービスを利用することができま

す。 

３ 利用者は、運送約款等を遵守するものとします。 

４ 取扱事業者については別途当社が公表するものとします。 

５ 利用路線および区間（以下、「利用エリア」といいます。）は取扱事業者が定めるもの

とし、利用者はその利用エリアを超えて利用することはできないものとします。 

第３１条（割引運賃） 

１ 利用者は、本カードの利用により、運送約款等に定める割引運賃のうち、本カードの

利用者を対象とするものの適用を受けることができます。 

２ 取扱事業者の列車運行不能（振替輸送・代行輸送等の手段を講じた場合も含む）等が

あった場合には、前項の割引運賃の適用を受けることができなくなることがあります。

当社および取扱事業者における機器の異常等があった場合も同様とします。 

３ 利用者は、前項の場合について、当社および取扱事業者は一切責任を負わないことを

予め承諾するものとします。 

第３２条（同乗） 

１ 記名人は、本人用カードの使用にあたっては、介護者用カードを使用する介護者を伴

い、取扱事業者の交通乗車サービスを利用しなければならないものとします。 

２ 記名人と介護者は、それぞれ本人用カードと介護者用カードを、取扱事業者の交通乗

車サービスの１回の利用ごとに、同時刻・同一駅・同一経路による乗車および降車のた

めに使用するものとします。 

第３３条（介護者用カードの使用） 

１ 記名人は、介護者に対して、自己の本人用カードによる取扱事業者の交通乗車サービ

スの利用に際して、その利用を介助させる目的においてのみ、介護者用カードを使用さ

せることができます。 

２ 記名人は、１２歳以上の方に対してのみ、介護者用カードを使用させることができま
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す。ただし、１２歳未満の方であっても、記名人の介助を行うことができ、運送約款等

にて１２歳以上に対して適用する割引運賃を支払うことに同意する場合はこの限りでは

ありません。 

第３４条（取扱事業者が認める場合） 

１ 取扱事業者が、運送約款等において、介護者を伴うことを条件とせずに記名人を対象

とする割引運賃の適用を認める場合には、本カードの利用について第３２条の規定は適

用しないものとします。 

２ 前項の場合、記名人は、利用する取扱事業者の運送約款等に従い、手帳の呈示を求め

られたときは、これに応じなければならないものとします。 

第３５条（無効および回収） 

１ 利用者が本カードの利用に際して本約款または運送約款等に違反した場合、取扱事業

者は、当該カードを無効として回収することができるものとします。この場合、利用者

は異議なくこれに応じるものとします。 

２ 利用者が本カードの利用に際して運送約款等に違反した場合、取扱事業者は、運送約

款等の定めにより、利用者に対して、割増運賃または料金を請求できるものとします。

この場合、利用者は異議なくこれに応じるものとします。 

第３６条（本カード取扱いの一時停止等） 

１ 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本カードの取扱いを一時停止または中止

することができます。 

(1) 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常、戦争等の不

可抗力により本カードの取扱いが困難であると当社が判断した場合 

(2) コンピュータシステムの保守等やむを得ない事情により当社が本カードの取扱い

の一時停止または中止が必要と判断した場合 

２ 前項の場合、当社および取扱事業者は、本カードの取扱いの一時停止または中止によ

り利用者に生じた損害を賠償する等の責任を負わないものとします。 

第３７条（紛失・盗難） 

１ 本カードが紛失・盗難・詐取・横領等（以下、「紛失・盗難」といいます。）にあった

場合において、本カードが他人により不正に利用されるなどして記名人に損害が生じた

としても、当社は一切の責任を負わないものとします。 

２ 当社は、第三者による本カードの拾得等、当社が認識した事由により不正使用の可能

性があると判断した場合、当社の任意の判断で当該カードを無効登録できるものとし、

記名人は予めこれを承諾するものとします。 

３ 記名人は、本カードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知するも

のとします。 

４ 前項に定める当社への通知がなされた場合、当社は本カードの利用停止の手続きをと

ります。 
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５ 前項に定める本カード利用停止措置が完了したとき、当社は、記名人に対して、利用

停止措置完了時点でのバリューを返金します。 

第３８条（本カードの再製・再発行） 

１ 本カードの紛失・盗難、毀損、滅失等の場合、記名人が当社所定の手続を行い、当社

が適当と認めたときは、本カードを再製し、または再発行します。ただし、本カードが

小児用カードである場合、小学校等に在籍する最終年度の２月以降は、当該手続きを行

わないものとします。 

２ 前項に定めるカードの再製・再発行を受ける記名人は、当社所定の再製・再発行手数

料を支払うものとします。 

第３９条（バリュー残額の返金） 

１ 次の各号の場合、当社は、当該各号の本カードのバリュー残額を、第５項に定める方

法により、記名人に対して返金するものとします。 

(1)  本カードを再製・再発行した場合 再製・再発行前の本カード 

(2)  本カードの有効期限が到来した場合 有効期限の到来した本カード 

(3)  本契約を解除した場合 解除までに利用していた本カード 

(4)  本契約が解約された場合 解約までに利用していた本カード 

２ 前項第４号の場合のほか当社が適当または必要と認めるときは、記名人は当社所定の

バリュー払戻手数料を支払うものとします。 

３ 前項のバリュー払戻手数料は、本カードのバリュー残額と相殺できるものとします。 

４ 前項に定める相殺の結果、なおバリュー残額がある場合にのみ、当社はこれを返金す

るものとします。 

５ 第１項または第４項に定めるバリューの返金は、記名人が別途当社の求めにより届け

出た口座への振込みにより、行うものとします。 

 

第４章 個人情報に関する条項 

第４０条（個人情報の取得・保有・利用等） 

１ 記名人または記名人予定者（以下、「記名人等」といいます。）およびこれらの方の法

定代理人は、当社が、第３項に定める目的のために、次の各号の情報を取得し、保有、

利用することに同意したものとします。 

(1) 「特別割引用ＩＣカード手帳確認届（新規申込用）」および申込書に記載されてい

る記名人等の氏名、年齢、住所、電話番号、手帳の種類・番号・旅客鉄道株式会社

旅客運賃減額欄における第１種の区分・障がい名等 

(2) 申込書に記載されている法定代理人の氏名、年齢、住所、電話番号 

(3) 本約款に基づき記名人等または法定代理人より届出を受けた情報 

(4) 本カードの利用に関する情報 

(5) 当社より記名人等または法定代理人に対して連絡をした際に取得した情報および
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連絡内容 

(6) 前条第５項により届出を受けた口座の情報 

(7) 官報や電話帳等の公開情報 

２ 前項第４号の情報には、次の各号の情報を含みます。 

(1) 利用した取扱事業者の名称 

(2) 乗車駅および降車駅 

(3) 乗車日時および降車日時 

(4) 利用金額 

３ 前２項に定める情報を取得し、保有、利用する目的は、次のとおりとします。 

(1) 第９条第４項の判断のため 

(2) 本契約成立後の記名人の管理のため 

(3) 本カードの利用状況の確認のため 

(4) 本カードの利用の適否の判断のため 

(5) 記名人等または法定代理人への連絡のため 

(6) 前５号のほか、本カードのサービスの運営維持全般のため 

(7) 記名人等または法定代理人から取得した記名人の障がいの内容に関する情報につ

いては、第３号ないし第５号に定める目的のため 

４ 記名人等は、当社が次の各号の目的のために、第１項および第２項に定める情報を利

用することに同意します。 

(1) 本カードおよび当社関連事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサ

ービス 

(2) 本カードおよび当社関連事業における市場調査、商品開発 

(3) 本カードおよび当社関連事業における宣伝物・印刷物の送付等 

(4) 取扱事業者の商品・サービスに関する宣伝物・印刷物の送付 

第４１条（個人情報の提供等） 

１ 記名人等およびその法定代理人は、当社が取扱事業者に対して次の情報を提供する場

合があることに同意したものとします。 

(1) 本カードの運営維持のために必要な前条の情報 

(2) 取扱事業者における障がい者割引制度の維持・運営のために必要な前条の情報 

(3) 前条第３項第３号ないし第５号の目的のために必要な前条の情報 

２ 記名人等およびその法定代理人は、当社が取扱事業者に委託した業務（利用明細出力、

利用状況確認、チャージ等）のために、取扱事業者に対して、当該業務に必要な前条の

情報を提供する場合があることに同意したものとします。 

３ 記名人等およびその法定代理人は、当社が取扱事業者に対して、カードの利用制限に

関する情報を提供する場合があることに同意したものとします。 

４ 記名人は、当社が個人情報の保護措置を講じた取扱事業者に対して、取扱事業者にお
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ける経営分析、市場調査、商品開発の目的のために、当該取扱事業者でカードを利用し

た記名人に関する前条の情報を提供することに同意したものとします。 

第４２条（利用の中止の申出） 

 記名人は、第４０条第４項各号の目的の範囲内で当社が当該情報を利用している場

合であっても、当社に対しその中止を申し出ることができます。この申出は、第４９

条第１項記載の問合せ先に対して行うものとします。 

第４３条（カードの紛失等に関する責任） 

次の各号の場合、その責任は、すべて記名人またはその法定代理人が負うものとし

ます。 

(1) 本カードの紛失・盗難の記名人の故意・過失により、カード券面に記載された第４

条第５項各号に掲げる事項を利用者または法定代理人以外の第三者に知られたこ

と等に起因して、第４０条の個人情報等が漏えいした場合 

(2) 転居の未届出等の記名人の故意・過失により、カード、送付物等から第４０条の個

人情報等が漏えいした場合 

第４４条（契約が不成立の場合の取扱い） 

１ 本約款による契約が不成立の場合であっても、記名人予定者が申込みをした事実およ

び当該申込みに関する情報は、契約不成立の理由の如何を問わず、一定期間当社におい

て保有されることに同意したものとします。 

２ 前項に定める情報は、当該契約不成立のとき以降になされた記名人予定者による申込

みに関する第９条第４項の判断のために利用します。 

第４５条（解約後または解除後の取扱い） 

１ 当社は、記名人が本契約の解約を申し出、または本契約を解除された後においても、

次の各号に定める目的のために、法令等または当社が定める所定の期間、記名人であっ

た方およびその法定代理人の個人情報を取得、保有、利用および提供します。 

(1) 本カードのサービスの運営維持のため 

(2) 記名人であった者による申込みに対する第９条第４項の判断のため 

(3) 第４７条に定める開示請求等への対応のため 

２ 記名人であった方およびその法定代理人は、本契約の解約または解除の後においても

第４７条の適用を受けることができるものとします。 

第４６条（約款等に不同意の場合の取扱い） 

当社は、記名人予定者またはその法定代理人が申込みに必要な事項を記載しない場

合および本約款の内容の全部または一部を承認できない場合、本カードの発行をお断

りする場合があります。 

第４７条（個人情報の開示・訂正・削除） 

１ 記名人等またはその法定代理人は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律に定

めるところにより、記名人等またはその法定代理人の個人情報を開示するよう請求する
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ことができます。 

２ 前項に基づく開示請求により、万一、登録内容が不正確または誤りであることが明ら

かになった場合、記名人等またはその法定代理人は、当該情報の訂正または削除の請求

をすることができます。 

 

第５章 雑則 

第４８条（反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意） 

１ 記名人等およびその法定代理人は、現在、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５

年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴ

ロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下、これらを「反社会的勢

力」といいます。）に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表

明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 

(1) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的を

もってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること 

(2) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を提供するなどの関与をしている

と認められる関係を有すること 

２ 記名人等およびその法定代理人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにで

も該当する行為を行わないことを確約します。 

(1) 暴力的な要求行為 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) カードの利用に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を

妨害する行為 

(5) その他前各号に準ずる行為 

３ 記名人等およびその法定代理人は、反社会的勢力もしくは第１項各号のいずれかに該

当する者に介護者用カードを使用させないこと、または介護者が前項各号の一つにでも

該当する行為を行わないことを確約します。 

４ 当社は、記名人またはその法定代理人が次の各号の一つにでも該当した場合、本カー

ドの利用を停止し、または本契約を解除することがあります。この場合、記名人または

その法定代理人は異議を申し立てないものとします。 

(1) 記名人またはその法定代理人が反社会的勢力もしくは第１項各号のいずれかに該

当することが判明した場合 

(2) 記名人またはその法定代理人もしくは介護者が第２項各号の一つにでも該当する

行為をしたことが判明した場合 

(3) 記名人またはその法定代理人が第１項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をし

たことが判明した場合 
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(4) 記名人またはその法定代理人が反社会的勢力もしくは第１項各号のいずれかに該

当する者に介護者用カードを使用させた場合 

５ 当社が、前項に基づき、本カードの利用を停止し、または本契約を解除したことによ

り、記名人またはその法定代理人に損害が生じた場合でも、記名人またはその法定代理

人は当社に対して何らの請求も行わないものとします。 

６ 当社が、第４項に基づき、本カードの利用を停止し、または本契約を解除したことに

より、当社に損害が生じた場合、記名人およびその法定代理人がその責任を負うものと

します。 

第４９条（お問い合わせ） 

１ 本カードのサービス全般に関するお問い合わせ、および個人情報の開示・訂正・削除

等の記名人等またはその法定代理人の個人情報に関するお問い合わせは、次の「特別割

引用ＩＣカード サービスセンター」までお願いいたします。 

＜特別割引用ＩＣカード サービスセンター＞ 

〒５５６－００１７ 大阪市浪速区湊町２丁目１番５７号 難波サンケイビル１１階 

電話番号：０６－７７３０－９８６０ 

２ カードの紛失・盗難に関するお問い合わせは、次の「PiTaPa コールセンター 紛失・

盗難デスク」までお願いいたします。 

＜PiTaPa コールセンター 紛失・盗難デスク＞ 

〒５４１－８５３７ 大阪市中央区今橋４－５－１５ 

電話番号 ナビダイヤル：０５７０－０１４－９９９ 

※ この電話は大阪に着信し、通話料はお客様負担となります。 

大阪 ０６－６４４５－３４９５でも承ります。 

以上 

【２０２４年３月改定】 


